
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記３の第５、別記４の第６、別記７の第６の１の（１）関係）

栃木県
１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況

３　被害防止計画の目標達成状況
　令和５年度を目標年度と設定し、事業に取り組んだ11市町・協議会のうち、７市町・協議会で目標を達成した。被害防止計画の目標の達成状況を記載する。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 目標値 実績値 達成率 目標値 実績値 達成率

R３ 侵入防止柵
有害捕獲

WM柵1,104m
箱わな５基

協議会 広範囲に電気柵、ワイヤーメッシュ柵を設置することで被害面積の縮小につながった。
また、わなの増設により捕獲強化につながった。

R４ 侵入防止柵
有害捕獲

WM柵4,600m
箱わな５基

協議会 広範囲に電気柵、ワイヤーメッシュ柵を設置することで被害面積の縮小につながった。
また、わなの増設により捕獲強化につながった。

R５ 有害捕獲 箱わな５基 協議会
わなの増設により捕獲強化につながった。

足利市 R３ 緊急捕獲活動 イノシシ　成獣325頭、幼獣92頭
ニホンジカ 成獣435頭、幼獣7頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。

R４ 緊急捕獲活動 イノシシ　成獣245頭、幼獣67頭
ニホンジカ　成獣514頭
ニホンザル　 成獣2頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。

R５ 緊急捕獲活動
（シカ特含む）

イノシシ　成獣493頭、幼獣78頭
ニホンジカ　成獣481頭、幼獣2頭
ニホンザル　 成獣4頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。

鹿沼市 R３ 侵入防止柵
有害捕獲

WM柵22,740m
くくりわな57基
箱わな37基

協議会
整備した地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が減少した。
イノシシ・シニホンジカ等の捕獲数が増加した。

R４ 侵入防止柵
有害捕獲

WM柵20,230m
くくりわな67基
箱わな12基

協議会
整備した地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が減少した。
イノシシ・シニホンジカ等の捕獲数が増加した。

R５ 侵入防止柵
有害捕獲

WM柵8,236m
くくりわな177基
箱わな43基

協議会
整備した地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が減少した。
イノシシ・シニホンジカ等の捕獲数が増加した。

鹿沼市 R３ 緊急捕獲活動 イノシシ 成獣766頭、幼獣39頭
ニホンジカ 成獣2,028頭、幼獣44頭

市
捕獲意欲が向上し、捕獲に取り組んだ地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が
減少した。

R４ 緊急捕獲活動 イノシシ 成獣541頭、幼獣42頭
ニホンジカ 成獣1,711頭、幼獣17頭

市
捕獲意欲が向上し、捕獲に取り組んだ地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が
減少した。

R５ 緊急捕獲活動
（シカ特含む）

イノシシ 成獣294頭、幼獣84頭
ニホンジカ 成獣1,496頭、19頭

市
捕獲意欲が向上し、捕獲に取り組んだ地域のイノシシ・ニホンジカ等による農業被害が
減少した。

日光市 R３ 侵入防止柵
有害捕獲
被害防除

WM柵3,888m
射撃研修会1回
くくりわな280基、箱わな35基
センサーカメラ7台
実施隊による被害状況調査

協議会

捕獲体制が整備され、日光市鳥獣被害対策実施隊による被害の早期発見により、迅速
な対応が図れた。また、　被害の多い地域において、広範囲にワイヤーメッシュ柵を設置
することで効果的に有害鳥獣の侵入を防止することができた。

R４ 侵入防止柵
有害捕獲
被害防除

WM柵3,050m
射撃研修会２回、わな研修会１回
くくりわな335基
実施隊による被害状況調査

協議会
捕獲体制が整備され、日光市鳥獣被害対策実施隊による被害の早期発見により、迅速
な対応が図れた。また、　被害の多い地域において、広範囲にワイヤーメッシュ柵を設置
することで効果的に有害鳥獣の侵入を防止することができた。

R５ 侵入防止柵
有害捕獲
被害防除

WM柵1,850m
射撃研修会２回
くくりわな345基
クマ用捕獲器3基
実施隊による被害状況調査

協議会

捕獲体制が整備され、日光市鳥獣被害対策実施隊による被害の早期発見により、迅速
な対応が図れた。また、　被害の多い地域において、広範囲にワイヤーメッシュ柵を設置
することで効果的に有害鳥獣の侵入を防止することができた。

日光市 R３ 緊急捕獲活動 イノシシ成獣238頭、幼獣1頭
シカ成獣4,066頭、幼獣65頭
サル成獣184頭、幼獣6頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲が実施できたことにより被害の軽減につな
がった。

R４ 緊急捕獲活動 イノシシ成獣188頭、幼獣7頭
シカ成獣4,446頭、幼獣122頭
サル成獣227頭、幼獣8頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲が実施できたことにより被害の軽減につな
がった。

R５ 緊急捕獲活動
（シカ特含む）

イノシシ成獣278頭、幼獣23頭
シカ成獣2,076頭、幼獣33頭
サル成獣255頭、幼獣3頭

市

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲が実施できたことにより被害の軽減につな
がった。

小山市 R３ ICT等新技術の活用
緊急捕獲活動

自動操作捕獲システム一式
イノシシ成獣87頭、幼獣81頭

協議会
有害鳥獣捕獲実施体制の整備され、効果的な捕獲につながった。また、従事者の捕獲
意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。

R４ 緊急捕獲活動 イノシシ成獣82頭、幼獣81頭
シカ成獣3頭

協議会

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。

R５ 有害捕獲
緊急捕獲活動

箱わな(小)25基
箱わな(大)３基
電気止め刺し12セット
イノシシ成獣106頭、幼獣98頭
シカ成獣2頭

協議会

従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。
わなの貸し出し希望者が年々増加傾向にあり、わなの数が足りていなかったが、購入後
は小型わなについてはすぐに対応できる体制が整った。

小山市鳥獣被害
連絡協議会

イノシシ
ニホンジカ
アライグマ
ハクビシン

　イノシシの捕獲活動については、箱わな・囲いわなを設
置し、捕獲数を増やすことができた。市内での箱わな設
置数は46基となっている。近年においてイノシシの生息
数・生息域の拡大が顕著となり、捕獲をしても追いつか
ない状況となっている。併せて目撃や被害報告が増えて
きており、対策を講じていく必要性がある。
　アライグマ・ハクビシンについても増えてきており、必要
に応じて捕獲用の箱わなを２カ月無料で貸出し、捕獲に
取り組んでいる。また、農家・非農家を問わず、捕獲許可
申請に来所した市民に対して生態や防除方法・捕獲方
法を説明し、捕獲数増加を図っていく。

令和５年度に関して、河川敷緩衝帯整備事業、及び１月末に行われた
火入れにより、生息域がかなり限られ、捕獲数で見ても過去最大捕獲数
を記録することが出来た。小山市に　　おいて、初期の頃に被害が生じ
ていた小宅地区等の住民の方からもイノシシ被害が一時期　よりかなり
減ったとの声もいただいたこともあり、事業の効果を実感している。

イノシシ生息及び被害拡大の中心である思川流域では、
大規模河川敷緩衝帯整備事業が継続的に実施され、周
辺地域の被害軽減につながっている。
一方で未実施箇所に隣接する地域では被害が深刻化して
いる場所もあり、生息環境管理と有害捕獲を組み合わせ
た総合的な対策が必要である。
アライグマ・ハクビシン対策として、貸し出しできるわなの
基数を増やして積極的な対策を進めている。今後は個人
の捕獲活動から集落対策に繋げるなど、取組の深化も検
討していく必要がある。
再評価においても目標未達となった要因として、被害状況
の調査方法を変更した事も影響していると考えられるた
め、被害防止計画の見直しについて支援・指導を行う。

イノシシ
ニホンジカ
ニホンザ
ル
ツキノワグ
マ

　令和５年度は、侵入防止柵とわなの効率的な設置と、
緊急捕獲活動支援事業の導入による従事者の捕獲意
欲が向上により、令和４年度と比較し、イノシシの捕獲数
が増加し、被害金額を減少させることができ、合計額に
ついても減少させることができた。
しかしながら、イノシシに加え、シカ、サルについても捕
獲を推進しているが、獣類全般において、生息域が市内
ほぼ全域まで拡大していることにより、防護対策を実施
していない地域に被害が拡大するなど、広範囲にわたる
発生する被害を防ぐことができず、被害額及び被害面積
が増加したことが目標未達成の主な原因となっている。

　令和５年度は、令和４年度と比較し、イノシシの捕獲頭数が増加したこ
とで被害額が減少し、それに伴い合計額も減少させることができてい
る。
これは、整備事業（侵入被害防止柵の機能向上）を実施することで、既
存の侵入被害防止柵では防ぎきれない被害の対策をおこない、あわせ
て推進事業（有害鳥獣捕獲）の導入することで相乗的な効果を得ること
ができたと捉える。
イノシシの他、シカ、サルの捕獲数についても高水準で捕獲しているが、
獣類による被害は、金額・面積ともに増加したシカをはじめとして高い数
値にとどまっていることから、今後は広域的な捕獲体制の確立と防護対
策を促進する必要がある。

実施隊を中心に被害状況調査を行い対策に取り組んだ結
果、被害が甚大であった令和４年と比較するとイノシシで
は大きく被害金額を減少させることが出来たが、目標達成
には至らなかった。
一方で、シカ、サル等の被害が拡大しているため、対策協
議会において被害状況調査・くくり罠・ワイヤーメッシュ等
を組み合わせた総合的な対策が必要である。
被害削減の目標値を現状から50％削減と高く掲げていた
が、再評価においても目標未達となり、目標値の設定が現
状から乖離している可能性があるため、被害防止計画の
見直しについて助言を行う。
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　被害防止計画目標の達成状況から被害面積の減少が確認できる一
方、被害金額は目標値に達していないことがわかる。このことから、環
境整備や侵入防止柵の設置が浸透しつつあるが、一部の農地において
は適切な対策が実施されていないことが推察される。今後は侵入防止
柵の維持管理並びに適切な方法による新規設置が重要となり、これら
の課題に対して地域ぐるみで対処することが肝要である。

猟友会の高齢化もあり、イノシシ捕獲数は計画目標に未
達となった。
侵入防止柵の設置は計画目標をおおむね達成したが、イ
ノシシ被害は増加した状況にある。
今後は、設置済みの侵入防止柵の設置状況の点検及び、
地域ぐるみでの侵入防止対策に取り組む必要がある。

足利市 イノシシ
ニホンジカ
ニホンザ
ル

鹿沼市野生鳥獣
対策協議会

イノシシ
ニホンジカ 侵入防止柵の整備や捕獲により、イノシシによる農業被

害については被害面積・被害金額ともに大きく減少した。
ニホンジカによる農業被害については被害面積は減少
したが、入粟野地区にてコンニャクイモの大きな被害が
あったため被害金額が大きく増加した。
緊急捕獲活動支援事業を活用した有害鳥獣捕獲報奨金
により、従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につ
ながった。その結果、イノシシ、ニホンジカともに捕獲数
増加となった。。

ワイヤーメッシュ柵の整備が進み、被害防止効果は確実に上がってい
る。また、わなの整備により、有害鳥獣捕獲数も増え、地域住民や農家
も喜んでいる。実感として、ニホンジカの雄は減っているが、雌が増えて
いるため、生息数が減らないのではないか。

計画的に侵入防止柵設置とわなによる捕獲を進め、着実
に事業効果を上げている。
なお、未整備地区で被害が増加しているため、継続した鳥
獣害対策が必要である。

ワイヤーメッシュ柵の整備が進み、被害防止効果は確実に上がってい
る。また、わなの整備により、有害鳥獣捕獲数も増え、地域住民や農家
も喜んでいる。実感として、ニホンジカの雄は減っているが、雌が増えて
いるため、生息数が減らないのではないか。

計画的に侵入防止柵設置とわなによる捕獲を進め、着実
に事業効果を上げている。
なお、未整備地区で被害が増加しているため、継続した鳥
獣害対策が必要である。

-198%
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　令和５年度は、侵入防止柵とわなの効率的な設置と、
緊急捕獲活動支援事業の導入による従事者の捕獲意
欲が向上により、令和４年度と比較し、イノシシの捕獲数
が増加し、被害金額を減少させることができ、合計額に
ついても減少させることができた。
しかしながら、イノシシに加え、シカ、サルについても捕
獲を推進しているが、獣類全般において、生息域が市内
ほぼ全域まで拡大していることにより、防護対策を実施
していない地域に被害が拡大するなど、広範囲にわたる
発生する被害を防ぐことができず、被害額及び被害面積
が増加したことが目標未達成の主な原因となっている。

　令和５年度は、令和４年度と比較し、イノシシの捕獲頭数が増加したこ
とで被害額が減少し、それに伴い合計額も減少させることができてい
る。
これは、整備事業（侵入被害防止柵の機能向上）を実施することで、既
存の侵入被害防止柵では防ぎきれない被害の対策をおこない、あわせ
て推進事業（有害鳥獣捕獲）の導入することで相乗的な効果を得ること
ができたと捉える。
イノシシの他、シカ、サルの捕獲数についても高水準で捕獲しているが、
獣類による被害は、金額・面積ともに増加したシカをはじめとして高い数
値にとどまっていることから、今後は広域的な捕獲体制の確立と防護対
策を促進する必要がある。

実施隊を中心に被害状況調査を行い対策に取り組んだ結
果、被害が甚大であった令和４年と比較するとイノシシで
は大きく被害金額を減少させることが出来たが、目標達成
には至らなかった。
一方で、シカ、サル等の被害が拡大しているため、対策協
議会において被害状況調査・くくり罠・ワイヤーメッシュ等
を組み合わせた総合的な対策が必要である。
被害削減の目標値を現状から50％削減と高く掲げていた
が、再評価においても目標未達となり、目標値の設定が現
状から乖離している可能性があるため、被害防止計画の
見直しについて助言を行う。

　県の里山林整備事業を活用した地域や侵入防止柵の設置が行われ
た地域では、鳥獣被害が減少していることがうかがえる。
　一方で、こうした対策が実施されていない地域では鳥獣被害が発生し
ており、今後は被害発生地域において重点的な対策を実施する必要が
あると思われる。

猟友会の高齢化もあり、イノシシ捕獲数は計画目標に未
達となった。
侵入防止柵の設置は計画目標をおおむね達成したが、イ
ノシシ被害は増加した状況にある。
今後は、設置済みの侵入防止柵の点検及び、地域ぐるみ
での侵入防止対策に取り組む必要がある。
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　環境整備や侵入防止柵の設置を行っている地域は、
農作物等被害が減少傾向にある。これまでの複合的な
対策により、生息環境のすみ分けが進んだと考えられ
る。
　今後は設置した侵入防止柵の維持管理が課題となる。
地域と連携し、侵入防止柵の効果持続に努めたい。
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鹿沼市 イノシシ
ニホンジカ 侵入防止柵の整備や捕獲により、イノシシによる農業被

害については被害面積・被害金額ともに大きく減少した。
ニホンジカによる農業被害については被害面積は減少
したが、入粟野地区にてコンニャクイモの大きな被害が
あったため被害金額が大きく増加した。
緊急捕獲活動支援事業を活用した有害鳥獣捕獲報奨金
により、従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につ
ながった。その結果、イノシシ、ニホンジカともに捕獲数
増加となった。

県の里山林整備事業や鳥獣被害防止総合対策交付金
等を活用し、複合的な対策を実施した。加えて、農地や
人里に出没する個体群については捕獲・駆除を実施し
た。
　イノシシによる農作物被害金額が目標値に届かなかっ
た原因としては、被害地域において地域ぐるみの対策が
進まなかったことがあげられる。今後はこうした地域で重
点的に対策を実施し、被害金額の軽減を図ることとした
い。なお、加害個体の捕獲・駆除も引き続き実施していき
たい。

日光市 イノシシ
ニホンジカ
ニホンザ
ル
ツキノワグ
マ

日光市野生鳥獣
対策協議会

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（都道府県広域捕獲活動支援事業）鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業及び鳥獣被害防止対策促進支援事業（中山間地域等鳥獣被害防止施設整備事業）の評価報告（令和５年度報告）

被害金額 被害面積
事業実施主体名

対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価

県内25市町のうち、令和元年度末までに全市町が被害防止計画を作成し、鳥獣被害防止対策に取り組んでいる。全市町がイノシシを対象獣種として設定しているほか、県北部及び県西部の山間部を含む市町を中心に21市町がニホンジカ、11市町がツキノワグマ、21市町がニホンザルを対象獣種として設定している。また、ハクビシン及びアライグマについては平野部にも被害が拡大しており、全市町が対象獣種に設定し
ている。また、鳥類についても、全市町が対象として設定している。

　被害防止計画を作成した25市町のうち、24市町で地域協議会が設置され、地域ぐるみで被害防止活動を実施する体制整備が進んでいる。特に、協議会や県が実施する講習会や研修会などを通して、地域住民の被害対策意識の向上や集落の環境整備、捕獲技術向上等が図られるほか、捕獲器材の導入等による捕獲体制の整備・拡充が実施されている。
　シカ及びイノシシの捕獲頭数については、捕獲体制の整備等により捕獲が強化され、近年は高水準を推移しているが、令和３年度のイノシシ捕獲数は大きく減少（対前年度比５３％）し、４年度以降は微増となった。これは、これまで「シカ・イノシシの生息数半減」の早期達成を目指し、本交付金の緊急捕獲活動支援事業や県単独事業（シカ・イノシシ捕獲強化事業）を活用して市町の有害捕獲を強力に支援してきたことや、
市町の有害捕獲が十分に行われていない区域を選定して県が指定管理鳥獣捕獲等事業を実施し、捕獲対策を一層強化してきたこと、また、スマート捕獲等の効率的・効果的な捕獲技術の実証・普及推進を図ってきた効果により個体数が減少してきたところに、令和３年度に野生イノシシにおける豚熱感染拡大が追い打ちをかけ、その後個体数が回復しつつあるためと考える。
　また、栃木県における野生鳥獣類による農作物被害金額は平成18年度以降減少傾向にあったものの、平成23年から再び増加していたが、平成29年度で減少に転じている。令和５年度は約1億8千万円であり、対前年度比90％であった。捕獲と合わせて、侵入防止柵の設置や各種推進事業に取り組んでいる地域においては、被害軽減の効果が現れているが、生息域の拡大にともない、被害対策が実施されていない地域
における地域ぐるみの被害対策や、対策実施地域における継続した取組が課題となっている。地域の体制整備、被害防止効果、捕獲状況、人材育成状況、耕作放棄地の解消等様々な角度から記載する。
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被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価

市貝町 R３ 有害捕獲 くくり罠260基
アライグマ捕獲器５基
電気止め差し４基
実施隊の活動（見回り）104日

協議会

罠の増強配置や電気止め差しやイノシシ用鼻くくり等の増強による捕獲体制の整備が
行われるとともに、実施隊活動の見回りにより、捕獲従事者の負担軽減や捕獲活動の
強化も進み、効果的な捕獲につながった。

R４ 有害捕獲 くくり罠60基
イノシシ用箱罠１基
小動物用箱罠15基
電気止め刺し３セット
センサーカメラ２基
実施隊の活動（見回り）97日

協議会

罠の増強配置や電気止め差しやイノシシ用鼻くくり等の増強による捕獲体制の整備が
行われるとともに、実施隊活動の見回りにより、捕獲従事者の負担軽減や捕獲活動の
強化も進み、効果的な捕獲につながった。

R５ 有害捕獲 くくり罠50基
小動物用箱罠15基
イノシシ用鼻くくり
８基
実施隊の活動（見回り）650日

協議会

罠の増強配置や電気止め差しやイノシシ用鼻くくり等の増強による捕獲体制の整備が
行われるとともに、実施隊活動の見回りにより、捕獲従事者の負担軽減や捕獲活動の
強化も進み、効果的な捕獲につながった。

市貝町 R３ 緊急捕獲活動 イノシシ成獣136頭、幼獣2頭
ハクビシン９頭

町

有害捕獲数が安定して、捕獲活動の強化が出来ており、活動資金の支払いにより従事
者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながっている。

R４ 緊急捕獲活動 イノシシ 成獣150頭、幼獣3頭
ハクビシン14頭

町

有害捕獲数が安定して、捕獲活動の強化が出来ており、活動資金の支払いにより従事
者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながっている。

R５ 緊急捕獲活動 イノシシ 成獣129頭
ハクビシン14頭

町

有害捕獲数が安定して、捕獲活動の強化が出来ており、活動資金の支払いにより従事
者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながっている。

野木町 R３ 有害捕獲 くくりわな15基
イノシシ捕獲用ネット２枚
駆除隊による巡回449日
駆除隊による捕獲活動(イノシシ)38回
駆除隊による駆除(イノシシ以外)27回

協議会

罠の増設により実施隊の捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。

R４ 有害捕獲 電気止め挿し2基
くくりわな10基
箱わな(小)７基
駆除隊による巡回432日
駆除隊による捕獲活動(イノシシ)56回
駆除隊による駆除21回

協議会

罠の増設により実施隊の捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。

R５ 有害捕獲 くくりわな10基
箱わな(大)１基
縦穴掘り作業工具４本
ワイヤートラップ４台
駆除隊による巡回475日
駆除隊による捕獲活動(イノシシ)40回
駆除隊による駆除40回

協議会

罠の増設により実施隊の捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。

那珂川
町

R３ 有害捕獲 緊急捕獲活動 くくりわな30基
捕獲技術向上研修
イノシシ成獣220頭
ハクビシン4頭

協議会 ・豚熱感染による生息頭数減やジビエ利用停止があったが、交付金の活用により従事
者の捕獲意欲を保持することができた。
・罠の増設により捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。
・捕獲技術研修の実施により捕獲従事者の技術向上を図ったことで、イノシシの捕獲強
化につながった。

R４ 有害捕獲 緊急捕獲活動 くくりわな33基
捕獲技術向上研修
イノシシ成獣165頭、幼獣5頭
ハクビシン35頭

協議会
・従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。
・罠の増設により捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。
・捕獲技術研修の実施により捕獲従事者の技術向上を図ったことで、イノシシの捕獲強
化につながった。

R５ 有害捕獲 緊急捕獲活動 くくりわな32基
捕獲技術向上研修
イノシシ成獣239頭、幼獣5頭
ハクビシン25頭

協議会
・従事者の捕獲意欲が向上し、効果的な捕獲につながった。
・罠の増設により捕獲体制が整備され、効果的な捕獲につながった。
・捕獲技術研修の実施により捕獲従事者の技術向上を図ったことで、イノシシの捕獲強
化につながった。

栃木県 広域捕獲活動 ・とちぎ獣害対策アドバイザー派遣事
業（15地区）
・カワウ被害防止対策事業
・サル生息状況調査
・クマ生息状況調査
・農業集落被害発生状況等調査

・獣類による農作物被害が深刻化している地域等に獣害対策の専門家を派遣して被害
状況や加害獣の出没状況を調査し、地域の現状と課題を把握することにより、必要な被
害防止対策を情報提供したことにより、地域の取り組みの推進につながった（15地区）。
・カワウについて、県内の生息状況を調査（14箇所）し、その結果に基づき広域的に捕
獲、追い払いを実施することができた。
・サルについて、被害地域における位置情報や被害情報等から生息状況を広域的に調
査し、得られたデータから群れの捕獲や追い払い等の取り組みの推進につながった。
・クマについて、生息密度調査や堅果類の豊凶等の調査結果により出没を予測すること
により、収穫残渣の除去等の被害対策の推進につながった。
・被害状況等を調査するため、3,541通のアンケートを送付し、2,538通の回答を得、集落
ごとの被害発生状況や対策の実施状況などを把握した。今後、被害対策の効果判定や
対策検討、目標設定に活用していく。

新技術実証・普及活動 ・ICT活用による新技術実証
・農業被害防止対策サポーター事業

・ICT活用による新技術実証では、電気柵専用の監視システムを用いた実証では、リア
ルタイムで電圧の状況を確認することにより、見回り作業の省力化と補修作業の迅速化
を確認し、効率的な電気柵管理手法の普及につながった。新規格の防護柵の実証で
は、シカやイノシシに加えサル対策にも活用できることを確認し、効果的な被害防止手
法の普及につながった。
・サポーター事業では、獣害発生地域に獣害対策の専門家を派遣し、専門家の指導の
下、普及指導員が被害状況及び加害獣出没状況を調査することにより、被害防止対策
の普及指導につながった（指導26回）。

人材育成活動 ・獣害対策地域リーダー育成研修（13
回）

・座学及び現地実習を組み合わせたカリキュラムにより地域ぐるみの獣害対策推進に不
可欠な専門的知識と技術を習得させることにより、実施隊員など、地域での鳥獣対策指
導を行う立場の人材のスキル向上につながった（13回）。

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価

捕獲に力を入れ、イノシシの被害金額の減少に成果を上
げている。
今後の課題は第３者の意見のとおり、鳥獣を寄せ付けな
い地域づくりであると考えられる。
対策が捕獲に偏りすぎないよう、集落内に誘引物がない
かの点検や、侵入防止柵の設置について取り組むことが
必要である。
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イノシシの目標値について、被害面積は大きく上回って
いるものの、被害金額は大きく下回っている。このことに
ついて内訳を確認したところ、規模の大きな圃場の一部
において作物が被害を受けたことが原因であり、実際の
被害面積は目標値を下回っているものと考えられる。ハ
クビシンの目標値については、被害面積は大きく下回っ
ているものの、被害金額は上回っているが、達成率の平
均値を求めると、100%以上となっている。
捕獲に係る報償金や緊急捕獲対策事業交付金を活用し
た有害捕獲強化により、捕獲数は年150頭ほどで安定し
ており被害の軽減につながっていると思われる。
今後の対策として、これまで同様に捕獲器具の導入等に
よりイノシシ、ハクビシンの捕獲強化を図り、引き続き被
害減少に向け対策を行っていく。

獣害対策の実施にあたっては、①環境整備、②防護柵の設置、③加害
獣の捕獲をバランスよく総合的に実施することが重要であるが、被害減
少をより確実なものとするためには、「地域にイノシシを寄せ付けない」と
の視点での対策である「①環境整備」が是非とも必要である。
前回の評価時において掲げられた「今後の対策として、イノシシ被害減
少のために集落単位での対策講習会を開催し、被害農家自ら行える対
策を普及し加害獣を寄せ付けないための環境整備を図る。」との方向性
については、令和3年度～令和５年度にかけて必ずしも十分に実施でき
たとは言えない状況にある。
この間、捕獲活動への注力により一定の捕獲数を確保できていることに
ついては評価されるが、防護柵の設置に関しては前回評価時に比べて
さらに進んでいるとは必ずしも言えない。
各地域の実情に即して獣害対策を行っていくことは当然のことではある
が、「捕獲」にあまり偏り過ぎることなく、被害防止計画及び実施状況報
告書で継続的に「課題」「今後の取組方針」として記載されている「集落
単位で被害農家自らが行える対策の普及」、「地域ぐるみの取組」など
について具体的に計画・実行していく必要があると考える。

市貝町 イノシシ
ハクビシン

ｲﾉｼｼ
250千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
138千円

ｲﾉｼｼ
4千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
196千円

148%

ｲﾉｼｼ
3a

ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾊ
ｸﾋﾞｼﾝ

0a

-200%

町の西側に流れる思川河川敷及びそれに隣接した渡良
瀬遊水地内のイノシシ生息数が実施期間内に増加し、
想定よりも広い面積での農業被害が発生してしまった。
（達成率-200.00%）
※渡良瀬遊水地内のイノシシ生育数が令和元年度205
頭、令和5年度834頭
令和4年度より鳥獣被害対策実施隊を発足し、捕獲・駆
除体制を強化し被害金額は当初のもの下回ることがで
きた。ただし、達成率が65.57%と低値なため、今後改善を
要するものと思われる。

イノシシの生息数及び生息域が計画期間において急激に拡大し、被害
面積が拡大している状況である。
今後は環境整備や捕獲を強化し、被害確認地区を中心に地域ぐるみで
対処することが重要となってくる。

野木町有害鳥獣
被害対策協議会

イノシシ
アライグマ
ハクビシン

ｲﾉｼｼ
0千円

ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾊ
ｸﾋﾞｼﾝ
0千円

ｲﾉｼｼ
21千円

ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾊ
ｸﾋﾞｼﾝ
0千円

66%

那珂川町鳥獣害
防止対策協議会

イノシシ
ハクビシン

イノシシの生息域は那珂川町全域に広がってきている
が、昨年度と同じ水準で捕獲できている事により被害が
減少傾向である。
　ハクビシンは、被害のある農家や町民から申請があっ
た場合は、捕獲許可や箱わなの貸し出しを行っている。
また、その効果もあり、被害は見られなかったと思われ
る。

イノシシの捕獲数については，豚熱の感染拡大による影響が続いてい
る物と考えられる．その一方で，同種の生息域が町全体に広がっている
ことを踏まえると，捕獲事業だけではなく防護柵設置および生息地管理
事業も進めて総合的な被害対策を展開する必要がある．
ハクビシンについては，基準年時点での被害が少ないことから，個別の
捕獲対応で成果が得られてきたと考えられる．同種の生息域が局所的
な状況ならば，生息状況調査を実施し，生息適地を解消するなどして町
内からの根絶（もしくは低密度維持）を検討しても良いかも知れない．

捕獲者に対する技術講習会が継続して行われていること
で捕獲圧が維持され、被害減少につながっている。
また、猟友会を主体に鳥獣被害対策実施隊を設置を進め
ていることから、捕獲・被害防除・環境整備の3本柱での取
組が強化されることが期待できる。
ハクビシンについては、被害に対する許容度にも温度差
があり、被害報告が精度にブレが大きいと考えられる。
ハクビシンの被害発生地域については、都道府県事業で
実施したアンケート結果を分析しわな等の貸出しとリンク
することで被害軽減につながると考える。

783%

被害防止計画が作成された当時、野木町はほとんど有害
鳥獣による農作物被害がなく、渡良瀬遊水地や周辺の河
川敷におけるイノシシ等の生息域の拡大や頭数の増加、
それに伴う被害の増加を予測することは困難であったこと
が目標未達の大きな要因と考える。
一方で、被害面積は拡大しているが、被害額は基準年に
比べて抑えられていることから、事業年度中に実施した捕
獲活動が、被害防止に一定の成果を上げていると考え
る。
今後は、被害が急拡大しているイノシシについて、捕獲と
合わせて、環境整備など、地域全体で対策に取り組むこと
が必要である。

市貝町鳥獣被害
対策協議会

イノシシ
ハクビシン

ｲﾉｼｼ
250千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
138千円

ｲﾉｼｼ
4千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
196千円

148%

ｲﾉｼｼ
47.0a

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
59.0a

ｲﾉｼｼ
161.0a

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
31.0a

20%

イノシシの目標値について、被害面積は大きく上回って
いるものの、被害金額は大きく下回っている。このことに
ついて内訳を確認したところ、規模の大きな圃場の一部
において作物が被害を受けたことが原因であり、実際の
被害面積は目標値を下回っているものと考えられる。ハ
クビシンの目標値については、被害面積は大きく下回っ
ているものの、被害金額は上回っているが、達成率の平
均値を求めると、100%以上となっている。
捕獲に係る報償金や緊急捕獲対策事業交付金を活用し
た有害捕獲強化により、捕獲数は年150頭ほどで安定し
ており被害の軽減につながっていると思われる。
今後の対策として、これまで同様に捕獲器具の導入等に
よりイノシシ、ハクビシンの捕獲強化を図り、引き続き被
害減少に向け対策を行っていく。

獣害対策の実施にあたっては、①環境整備、②防護柵の設置、③加害
獣の捕獲をバランスよく総合的に実施することが重要であるが、被害減
少をより確実なものとするためには、「地域にイノシシを寄せ付けない」と
の視点での対策である「①環境整備」が是非とも必要である。
前回の評価時において掲げられた「今後の対策として、イノシシ被害減
少のために集落単位での対策講習会を開催し、被害農家自ら行える対
策を普及し加害獣を寄せ付けないための環境整備を図る。」との方向性
については、令和3年度～令和５年度にかけて必ずしも十分に実施でき
たとは言えない状況にある。
この間、捕獲活動への注力により一定の捕獲数を確保できていることに
ついては評価されるが、防護柵の設置に関しては前回評価時に比べて
さらに進んでいるとは必ずしも言えない。
各地域の実情に即して獣害対策を行っていくことは当然のことではある
が、「捕獲」にあまり偏り過ぎることなく、被害防止計画及び実施状況報
告書で継続的に「課題」「今後の取組方針」として記載されている「集落
単位で被害農家自らが行える対策の普及」、「地域ぐるみの取組」など
について具体的に計画・実行していく必要があると考える。

捕獲に力を入れ、イノシシの被害金額の減少に成果を上
げている。
今後の課題は第３者の意見のとおり、鳥獣を寄せ付けな
い地域づくりであると考えられる。
対策が捕獲に偏りすぎないよう、集落内に誘引物がない
かの点検や、侵入防止柵の設置について取り組むことが
必要である。

ｲﾉｼｼ
0a

ｱﾗｲｸﾞﾏ・ﾊ
ｸﾋﾞｼﾝ

0a

ｲﾉｼｼ
2,200千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
80千円

ｲﾉｼｼ
840千円

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
0千円

508%

ｲﾉｼｼ
2ha

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
0.04ha

ｲﾉｼｼ
0.4ha

ﾊｸﾋﾞｼﾝ
0ha

　県内における鳥獣類による農作物への被害地域は、高い水準で推移していたが、平成28年度をピークに近年は減少傾向であり、獣類被害のうちイノシシによるものが約65%を占め、シカが約16％、ハクビシンによるものは約13%となっている。イノシシによる被害は、平成27年度の過去最大の約1億7千万円から、柵の整備や捕獲を行ったことで減少しているが、対策の進捗が
獣類の生息域の拡大に追いついていない状況が続いており、より効果的、効率的な被害防止対策の計画的な実施が求められている。
　鳥獣害対策を効果的に進めるためには、地域ぐるみの活動が重要であることから、地域リーダーとなる人材の育成を図るとともに、地域住民の意識の向上や集落環境の整備、侵入防止柵の設置や捕獲技術向上などの鳥獣害防止対策を総合的に推進していく。また、近年野生鳥獣による農作物被害が急増している市町に対しては、重点的に被害防止対策の支援に取り組
むほか、捕獲体制の強化とあわせて鳥獣被害防止実施隊の設置を推進し、計画的な鳥獣被害防止対策の取組を進めることとする。

－ －

農作物被害を軽減するためには、地域ぐるみの取組を
浸透させることが重要であり、県としてその取組を支援
するため、地域リーダーとなる人材の育成を図るととも
に、住民の意識の向上や集落環境の整備、侵入防止柵
の設置や捕獲技術向上などの鳥獣被害防止対策を総合
的に推進した。野生鳥獣による農作物被害が深刻かつ
集落住民の合意形成が図れた地域では、体制が整備さ
れ、被害軽減につなげることができた。一方で、被害状
況等が正確に把握できず課題意識が無い地域や、新しく
被害が発生し始めた地域、地域ぐるみの取組に対する
合意形成が図れていない地域では、獣類の生息域が拡
大し、対策が追いついていない状況であることが課題で
ある。引き続き、地域の取組を支援してく中で、こうした
地域への働きかけが必要であると考える。

－ －－ － － －栃木県 R５ － 県

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。


